
知的創造活動と
知的財産

National Center for Industrial Property 
Information and Training 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館

活用の手引き

～私たちの暮らしを支えるために～



知的創造活動と
知的財産

Contents

私たちの生活を豊かにする知的財産

特許・実用新案

意　匠

商　標

著作権

1P

5P

9P

13P

17P

活用の手引き



◆ 板チョコの形状をヒントにした発明

オルファのカッターナイフは、開発者が、紙を切る

仕事をしていた人たちから、使用しているナイフの

切れ味がすぐに悪くなるとの話を聞いたことをきっ

かけに、開発が始まりました。

開発者は、「よく切れるナイフを作る」という課題

に対して、昔の人が割ったガラスを使ってものを切

る際、切れ味が悪くなったら、またガラスを割って

切れ味を良くしていたことにヒントを得て、「折れ

る」ナイフの刃を作ろうとしました。

金属で出来た刃を上手に折ることは技術的に容易

なことではありませんでしたが、板チョコの形状に

ヒントを得て、ナイフの刃に切れ込みを入れること

で「折れる」ナイフの刃というアイデアの実現に成功

したのです。

この例のように、様々な課題を解決するために

様々な人が創造活動に取り組んでいる結果、便利な

商品が開発され、世の中を豊かにしています。そし

て、このような人間の知的な創造活動の結果生まれ

たものは、「知的財産」と呼ばれ、権利として保護され

る対象になります。

◆ 「折る刃」から「OLFAへ」

この刃先をポキポキ折ることができるカッター

ナイフは世界で最初に作られたものでしたが、最初

はほとんど売れなかったそうです。消費者が新しい

商品の便利さに気付かなかったことはもちろんで
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身の回りの気づき
（問題の発見）

知的創造活動
による解決 商品化 生活を豊かに

人々の創造活動により
生まれる知的財産
パソコン、テレビ、携帯電話、文房具など、皆さん

の身の回りに当たり前のようにあるものは、すべて

人々の創造活動により生まれたものです。

例えば、オルファ株式会社という会社の創業者が

作ったカッターナイフは、切れ味が悪くなったら刃

先を折って、新しい刃先を使えるようにしたもので

す。では、この刃先を折るという発想は、どのように

して生み出されたのでしょうか？

私たちの生活を豊かにする知的財産
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■■ 解 説
▶2002年に成立した知的財産基
本法では、「知的財産」について
次のように定義しています。

［知的財産基本法第２条第１項］
「この法律で「知的財産」とは、発明、考
案、植物の新品種、意匠、著作物その
他の人間の創造的活動により生み出さ
れるもの（発見又は解明がされた自然の
法則又は現象であって、産業上の利用
可能性があるものを含む。）、商標、商号
その他事業活動に用いられる商品又は
役務を表示するもの及び営業秘密その
他の事業活動に有用な技術上又は営
業上の情報をいう。」

■■ 解 説
▶公開特許公報等は、（独）工業所有権情報・研修館の下記URL、「特許電子図書館（IPDL）」でご覧になれます。
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 特許電子図書館・トップページ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl

▶また、使い方については、下記URLにガイドブック・マニュアルが掲載されていますので、ご活用ください。
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 【INPIT】特許電子図書館（ＩＰＤＬ）マニュアル等̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.inpit.go.jp/ipdl/manual/guidebook.html
※特許、意匠、商標について、登録番号から公報を検索する具体的な手順については、本活用の手引きの、５、９、１３ページをご覧下さい。

■■ 解 説
▶オルファのカッターナイフ誕生秘
話については、オルファ株式会社
の下記URLに詳しい紹介があり
ます。
̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 【オルファ】誕生秘話̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.olfa.co.jp/ja/contents/
cutter/category01.html



すが、有名な会社の商品でもなければ、聞いたこと

のある商品名でもないものを売るのは、実は簡単な

ことではないのです。

そこで、開発者は、より品質がよく、使いやすい

カッターナイフの開発を続けるとともにデザイン

の改良も進めました。

また、「折る刃」を元に商品名を「OLFA」と名付

け、会社名も「岡田工業」から「オルファ」に変更す

るなど、ブランド力を高める工夫をしました。そ

の結果、オルファのカッターナイフは世の中に浸

透し今では世界中の人が使っています。

◆ 商品購入の決め手の一つである
　 「ブランド」「デザイン」

「オルファ」のカッターナイフを世の中に広めた

のは、刃先を折ることができ、常にその切れ味が良

いという使いやすさを実現したアイデアや技術に

加え、「オルファ」という商品名・企業名のブランド

力や商品のデザインでした。実際、皆さんがモノを

選ぶときにも、その商品の性能や価格だけでなく、

企業名あるいは商品名といったブランドや商品の

デザインも決め手になっているのではないでしょ

うか。このように技術やアイデアだけでなく、ブラ

ンドやデザインも知的財産の一種なのです。

鉛筆のように簡単に消せるペン
パイロットのフリクションボール

身の回りの課題から商品化を実現した事例を

もう一つ紹介します。鉛筆のように簡単に消す

ことができるボールペン「フリクションボー

ル」です。

フリクションボールは、上から修正テープを

貼る、あるいは、消しゴムで文字部分を削ると

いう書かれた文字を消す従来の方法ではなく、

ペンに付いているゴムのボールで擦ることによ

り、摩擦熱でインキの色を消し、文字を消すこ

とを可能にしています。

この商品の材料は、開発者が、もみじの濃い緑

色が真っ赤に変化する様子を見て感動を覚えた

ことがきっかけで生まれました。この色変化を

創ってみたいという開発者の思いから、熱で色

が変化する「メタモカラー」という材料が生ま

れました。その後、ボールペンで書いた文字を

消せるようにできないかという話を聞いた開発

者は、「メタモカラー」が使えないかと考えまし

た。世の中のニーズと開発者の思いと技術が結

びつき、その後の色々な試行錯誤の結果、摩擦

熱で文字を消す「フリクションボール」が誕生

したのです。

コ ラ ム

出所 ： 特許庁「現代の発明家から次世代へのリレーメッセージ」、パイロットHPなど
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■■ 解 説
▶これらの他にも知的財産を用いた例として「新幹線」を紹介します。
▶新幹線には、高速化、安全性の確保、居住性の向上等、様々な課題を解決するために多くの技術
が開発されており、その結果、新幹線に関連する多くの発明が特許出願されています。
　例えば新幹線N700系には、車両の連結部分を覆う「全周ホロ」と呼ばれる特許が使われており
（特許第3955828号）、空気抵抗を減らし、騒音も大幅に減らすことに成功しています。
▶また「新幹線」自体は商標登録されている他（商標登録3066558号）、東海道新幹線の列車種
別を表す「のぞみ」「ひかり」「こだま」の文字についても、商標登録されています（商標登録
3007350号、商標登録3005705号、商標登録3005706号）。
▶更に、右記の新幹線500系は、従来の車両に比べて特徴的な形状をしており、意匠登録されてい
ます（意匠登録第994835号）。

■■ 解 説
▶今では世界百カ国以上に輸出さ
れ、刃のサイズや折れ線の角度
は世界標準になっています。

■■ 解 説
▶フリクションボールに使われてい
るインキはA発色剤、B発色させる
成分、C変色温度調整剤からなり
ます。常温時はAとBが結合し発
色していますが、熱を加えるとCが
働きAとBを切り離し、結果、色が
消えます。色が消える仕組みや詳
しい開発経緯は、下記URLが参
考になります。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 【PILOT】消える筆記具フリクション̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.pilot.co.jp/frixion/info/
index.html

新幹線500系

新幹線N700系



失敗作から生まれた大ヒット商品
ポスト・イット ®ノート

皆さんの身の回りにあるふせん紙。これは

元々３Ｍ（スリーエムと読みます）という会社

が開発したものです。元々開発者が会社からの

指示を受けて、接着力の強い接着剤を作ろうと

している中で、「よくつくけれど、簡単に剥がれ

てしまう」接着剤ができました。会社の要求と

違うので、この接着剤は失敗作です。通常こう

した失敗作は棄ててしまうのですが、開発者は

この接着剤は何かに使えるに違いないと思い、

多くの人に紹介し、アイデアを求めました。そ

の後、簡単に貼ったり剥がしたりできる機能を

備えた新しいメモやノートを実現するために、

試行錯誤をくり返しながら、この接着剤を使っ

た、大ヒット商品のポスト・イット®ノートは生

まれました。

コ ラ ム

人々の創造活動を支援するとともに
世の中を便利にしていく「知的財産制度」

◆ アイデア、デザイン、ブランドなどを守る
 　「知的財産制度」

これまで見てきた商品は、いずれも大変な努力や

失敗の積み重ねで生まれたものです。こうした人々

の創造活動を支援し、人々が生み出した発明などを

財産として保護するための制度が「知的財産制度」

です。

知的財産制度には様々なものがあり、それぞれ

「法律」によってその内容が定められています。

「オルファ」のカッターナイフの例ですと、刃をポ

キポキと折ることができるというアイデアは、「特

許法」や「実用新案法」で守られます。カッターナイ

フのデザインは「意匠法」、商品の名称は「商標法」で

守られます。これら「特許法」、「実用新案法」、「意匠

法」、「商標法」の四法は、「産業財産権法」とも呼ばれ

ます。また、産業財産権法のほかには、アニメ、漫画、

音楽などの著作物を保護し、文化の発展に繋げてい

く「著作権法」などがあります。
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出所 ： 住友スリーエムウェブサイトなど

◆ 失敗も創造活動の一つ

新しいものを創造するということは、そのどれを

とっても簡単なことではありません。失敗を繰り返

し、試行錯誤の末に新しいものを創造することがで

きるのです。

また、失敗から思わぬ新しいものが創造されるこ

ともあります。

活用の手引き
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■■ 解 説
▶知的財産に関する主要な用語の英語表記
　・ 知的財産 ： intellectual property （略してIPと表記されることもあります。）
　・ 特　　許 ： patent
　・ 実用新案 ： utility model
　・ 意　　匠 ： design
　・ 商　　標 ： trade mark

■■ 解 説
▶「ポスト・イット®」は日本でも商標
登録（第3200996号）されてい
ますので、一般名称である「ふせ
ん紙」とは区別して用いることが
必要です。
　３M社は他社による不用意な使
用や普通名称化を防止する観点
で、登録商標を示す「®」又は商
標マークを示す「TM」を付して表
示するよう求めています。（「®」と
「TM」との違いについては、本活
用の手引き、16ページをご覧くだ
さい。）

■■ 解 説
▶知的財産基本法では、「知的財産
権」を次のように定義しています。

［知的財産基本法第２条第２項］
「この法律で「知的財産権」とは、特許
権、実用新案権、育成者権、意匠権、著
作権、商標権その他の知的財産に関し
て法令により定められた権利又は法律
上保護される利益に係る権利をいう。」



◆ 創造活動は、一人一人の「気づき」と
 　「思い」から始まる

これまで見てきたように、一人一人が「これって

不便だな、なんとかならないかな」と気づき、「こう

したらもっと良くなるのに」と考え、解決手段を生

み出し、世の中を便利にしていきました。

創造活動は、一人一人の「気づき」と「思い」から

始まります。そして創造活動を支援し、世の中を豊

かにするための制度として「知的財産制度」がある

のです。

皆さんも、もう一度身の回りを見回してみませ

んか？

コ ラ ム

出所 ： 豊田自動織機HPなど

特許・実用新案 意　匠 商　標

産業財産権が使われている身近な製品の例

著作権で保護される著作物の例

小説 作詞・作曲 絵画・イラスト 映画・映像 写真 彫刻

私たちの生活を豊かにする知的財産

国の産業発展と生活の向上に大きく貢献した豊田佐吉

1867年（慶応3年）生まれの豊田佐吉は、少年
時代、新聞・書物を読み、国家や社会について深
く考え、国を豊かにする事業がしたいという思
いを抱くようになりました。18歳を迎えた頃、特
許法の前身である専売特許条例という法律が整
備されると、佐吉は自らの一生を創造活動に捧
げることを決意します。そして、努力の末に、
1890年に豊田式木製人力織機を発明します。
その後、更なる努力の末に、現在は機械遺産に

も認定されている「Ｇ型自動織機」を発明・完成
させました。これにより、自動織機を製造する豊
田自動織機はとても大きな会社になりました。
さらに、佐吉はこれに満足することなく、自動
織機を通じて得た利益を惜しみなく自動車の開
発に投じました。佐吉が設立した会社は、今のト
ヨタ自動車へと発展し、世界中の人々の便利な
生活を支えています。　

濡れた傘をスムーズに袋にいれることが
できる発明「傘ぽん」（新倉計量器 ㈱）

機能を重視して生まれた
「超立体®マスク」
（ユニ・チャーム㈱） 

世界的なロングセラー
うま味調味料「味の素®」

（味の素㈱）

特許第2562806号 意匠第0972250号
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ゲームソフト

商標第641075号

●●● ク イ ズ
Q：人々の創造活動を支援するため、人々が生み出した発明やデザイン、絵画、音楽など
     を財産として保護するための制度を何と言いますか？
A：知的財産制度
Q：アイデア、デザイン、ブランドなどを守る法律にはそれぞれどのようなものがありますか？
A：特許法、実用新案法、意匠法、商標法
Q：小説、作詞・作曲、絵画・イラスト等の知的財産を保護する法律は何でしょうか？
A：著作権法
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■■ 解 説
▶特許制度には、（1）発明や技術を
生み出した人にその成果を知的
財産として認め、権利を与え（2）そ
の発明を他の人が使うのを許可
する代わりにお金をもらうなどして、
発明を生み出すための研究や開
発にかかったお金を回収し、（3）そ
して、そのお金をつかって、ふたた
び新しい発明を生み出すための
研究や開発をしてもらおう、という
大きな目的があります。 
　こうした、研究開発（創造）→特許
権の取得（保護）→特許使用料
の回収（活用）→さらに新しい研
究開発（創造）へと循環する状態
を、「知的創造サイクル」といいま
す。特許制度の役割は、この知的
創造サイクルを通じて、より豊かな
未来社会をつくることにあります。 
▶知的創造サイクルについては、経
済産業省の下記URLに記載され
ています。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 【知的創造サイクル-特許】経済産業省キッズページ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.meti.go.jp/intro/kids/
patent/06.html

■■ 解 説
▶本編で紹介されているオルファの
カッターにも様々な知的財産権
が活用されています。

特許実用新案
発明・考案を保護
例：特許第2059272号

商　標
商品やサービスの名前・マークを保護
例：商標登録1060882号

意　匠
デザインを保護
例：意匠登録1395482号
カッターナイフの
デザイン

刃のスライド・
ロック機構



◆ 特許制度は発明の利用を促進するもの

特許制度のもう一つの特徴に、発明の公開という

ものがあります。これは、出願された発明の内容を一

定期間後に一般に公開するもので、こうすることで

他の人（第三者）が同じような研究開発に不要な時間

と費用をつぎ込まなくて済むようにしています。ま

た、公開された発明を見た他の人がそれを基に新た

な発明を生み出したり、発明した人から許可をも

らってその発明を利用したりすることもできるよう

になります。このように、特許制度では発明の内容を

公開することで発明の利用を促進しているのです。
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発明やアイデアを守る特許・
実用新案制度

◆ 特許制度は発明の意欲を高めるもの

例えば、あなたが多くの努力と費用によって発明

を生み出し、それを何らかの商品にして販売するこ

とを考えているとしましょう。この時、誰かがあな

たの発明を勝手に利用し、同じ商品を販売してし

まったらどうでしょうか。せっかくのあなたのアイ

デアを活かした商品が売れなくなってしまうかも

しれません。そうなると、あなたの努力もつぎ込ん

だ費用も全て水の泡となってしまい大きな損害を

被ることになります。

このため、こうしたことを防止するような仕組み

がなければ、発明者は自分の発明を公にせず秘密に

しておこうと思ってしまうのではないでしょうか。

また、そもそも発明をしようとする意欲自体が失わ

れてしまうかもしれません。人々の創作活動の積み

重ねが技術の進歩に繋がり、人々の生活を便利なも

のとしていくことを考えると、これは大変困ったこ

とです。

そこで、特許制度では、発明をした者に、自分の発

明を一定期間（出願から20年間）独占的に使える権

利＝特許権を与えるということによって、発明の保

護を図っています。発明を保護することで人々の発

明意欲を高めているのです。

特許・実用新案
特許制度とは、「発明」を広く公開して、発明を利用できるようにするとと
もに、発明をした者の権利を守ることで、発明をする意欲を高めて、産業
の発達を目指すものです。

特 許 証

身の回りの課題発見 発　明 特許権取得
（出願日から20年間） 商品化

活用の手引き
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■■ 解 説
▶特許権の効力として、業として（ビ
ジネスとして）特許発明を使った
者に対して、その利用を差し止め
たり損害賠償を請求したりするこ
とができるようになります。
▶「業として」と規定されていますの
で、個人が事業と関係無く発明を
実施することには、特許権の効力
は及びません。
▶その他、試験・研究として実施す
ること等にも特許権の効力が及
ばないことになっています。

■■ 解 説 解 説
▶出願された発明の内容は、出願日から原則として１年６ヶ月後に、公開特許公報に掲載され、公開されます。
（出願公開制度）
▶公開特許公報は、（独）工業所有権情報・研修館の下記URL、特許電子図書館（IPDL）でご覧になれます。
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 特許電子図書館・トップページ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
※登録番号から検索する場合の手順
　　①「初心者向け検索」－「特許・実用新案の検索」をクリック。　②「文献番号索引照会」をクリック。
　　③種別は「登録」を選択し、文献番号を入力し、「照会」をクリック。　④「リスト」をクリック後、左欄の文献番号をクリック。

■■ 解 説
▶上段では、特許権とは「自分の発
明を一定期間独占的に使える権
利」と説明しましたが、本当に発
明者自身しかその発明を利用で
きないとしたら、発明の成果が世
の中に十分に活かされない可能
性があります。
▶そこで特許法では、発明内容を公
開するとともに、特許権を持つ人
が許可することを条件に、第三者
がその発明を利用することも認め
ています（実施権）。
▶こうすることで、発明が社会で広く
利用されるようにしているのです。



◆ 特許制度の目的

特許制度は、発明をした人に特許権を与えて発明

を保護するとともに発明の内容を公開し、他の人に

この公開された発明を利用する機会を与えること

としています。

特許法第1条に「この法律は、発明の保護及び利用

を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発

達に寄与することを目的とする」とされている通

り、特許制度は、特許権を得た発明者と、その特許権

により制約を受ける他の人の利用との間のバラン

スをとりつつ、発明する意欲を高めて技術の進歩を

図り、ひいては産業の発達につなげていくことを目

的としています。

◆ 実用新案とは

日本には、特許制度とよく似た「実用新案制度」と

いうものがあります。実用新案制度は、特許制度が保

護対象とする「発明」よりも比較的高度でない「考案」

を対象とし、手続き面でも簡略化されています。

また、特許制度は形ある物(物品)だけでなく「方

法」、例えば、ある物の製造方法も対象となりますが、

実用新案制度の対象は物品だけであり、方法は対象

となりません。他にも、特許権の存続期間が出願日か

ら20年であるのに対し、実用新案権の存続期間は出

願日から10年であるといった違いもあります。

実用新案の登録は、特許の登録ほど時間も費用も

かからないため、特に個人による発明やすぐに時代

遅れになってしまう技術などの保護に役立ってい

ます。

特許・実用新案

●発明が実用化される
ことで新たな産業が
生まれる

●発明が新たな改良発
明を生む相乗効果

●発明が適切に保護され
ることで、発明の意欲
が高まる

●公開された発明をもと
に、改良技術を発明

●発明者の許可を得て、
発明を利用し実用化

発明者 第三者

産業の発達

発明の奨励

6知的創造活動と知的財産
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■■ 解 説
▶特許制度の目的や、より詳しい説
明については、「知的財産権制
度入門」（特許庁）でも学習する
ことができます（下記URL参照）。
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 【お知らせ】経済産業省 特許庁̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.jpo.go.jp/index/
kouhou.html
※「説明会のテキスト」欄の、知的財産権制
度説明会（初心者向け）テキスト「知的財
産権制度入門」をご覧ください。

■■ 解 説
▶実用新案の有名な事例として、花
王の「クイックルワイパー」（フロー
リング用の掃除道具）が挙げられ
ます。（実用新案第2055025号：
柄とヘッド部とのジョイントの構造
の考案。なお現在は存続期間が
終了しています。）
▶クイックルワイパーは、軽量であ
り、またゴミを拭き取る部分（不織
布）の交換が容易な作りとなって
いたことが、従来のモップと大きく
異なっていました。

▶なお、実用新案制度は近年では
利用者が減少しています。（2011
年の出願件数は、特許約34万件
に対して実用新案約8千件）

■■ 解 説
▶特許と実用新案では、例えば以下のような違いがあります。これらの違いについての詳
しい説明は、前述の「知的財産権制度入門」の52ページを参照してください。
 

物、方法、物を生産する方法の発明
審査官が審査
出願から20年
約15万円 

物品の考案に限定
無審査
出願から10年間
約２万円 

保護対象
実体審査
権利の存続期間
費用 

■ 特許と実用新案の違い
特　　許 実用新案

通常のモップ

クイックルワイパー（花王）

ジョイント部の
構造について
実用新案を取得
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特許を受けることができる発明

その発明、
ほんとうに特許になるの？

◆ 発明＝特許ではない？

「発明」という言葉は、一般的には「新規な物や方

法」を指しますが、このような発明が何でも特許にな

り得るかというと、そうではありません。

なぜかというと、特許権を取得した人は、権利を受

けた発明を独占的に使うことができますが、これは

つまり、他の人はその発明を勝手に使うことができ

なくなるということです。こうした他の人への影響

も考慮し、特許制度は、産業の発達という目的から考

えて特許権を与えることがふさわしい発明にだけ、

特許権を与えることにし、そのための条件を特許法

に規定しています。

ではどういった発明が特許になるのでしょうか。

発明のうち、特許法上の「発明」の定義に当てはま

り、かつ、特許法上で「特許を受けることができる発

明」の要件を充たすものだけが、特許を受けること

ができます。

自然法則を利用していること、技術的思想であること等の特許法上の発明の定義に該当し、
かつ、新規性や進歩性といった要件を充たす発明が、特許を受けることができます。

新規性・進歩性について

特許を受けることができるかどうかという要件のうち、「新規性」と「進歩性」について雪見だいふくを例
に考えてみます。
新規性とは、「その発明が出願前に公然に知られていないこと、そして実施されていないこと」を意味しま
す。また、進歩性とは、「その発明が属する技術分野の通常の知識を有す
る者が容易に考えつくものではないこと」を意味します。
雪見だいふくの場合、アイスクリームを「冷凍しても固くならないよ

う改良した餅のような皮」で、「直接」かつ「全面を包み込む」商品は当時
としては過去に例がなかったため新規性があり、また同業他社が容易に
考えつくものではないため、進歩性がありました。

一般的な意味での発明

特許法上の発明

●産業上の利用ができること
●新しい発明であること〈新規性〉
●容易に考え出すことができない発明
　であること〈進歩性〉
●先に出願されていないこと
●公共の秩序に反しないこと
●明細書の記載が規定通りであること

特許を受ける
ことができる発明

●自然法則を利用していること
　→ 万有引力の法則など自然法則そのものは×
　→ ゲームのルールなど人為的取決めは×
●技術的思想であること
　→ フォークボールの投げ方など技能は×
　→ 絵画、彫刻、音楽は×
●創作であること
　→ 天然物の単なる発見は×
●高度であること

活用の手引き
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■■ 解 説
▶「特許法上の発明」と、「特許を
受けることができる発明」につい
て、それぞれの要件を例示したも
のが下の表です。

■ 特許を受けることができる発明
産業上の利用ができること

×　人間を手術、治療または診断
する方法の発明（医療機器、薬
は可）

×　実施することが現実的でない発明 
新しい発明であること（新規性）
×　テレビや雑誌などで一般に発表
がなされたもの 

容易に思いつく発明でないこと（進歩性）
×　既に実在する発明の単なる組
み合わせ
先に出願されていないこと

×　他者が先に出願したもの（先に
発明していたとしても、他者が
先に出願していれば特許を受
けられない）

  公共の秩序に反しないことと
×　紙幣を偽造する機械
明細書の記載が規定通りであること  

■ 特許法上の発明
自然法則を利用していること

×　経済法則など、自然法則以外の
法則

×　商売方法など、人為的取り決め
×　万有引力の法則など、自然法則
自体
技術的思想であること

×　フォークボールの投げ方などの
いわゆる技能

×　絵画、彫刻など、美的創作物
×　デジタルカメラで撮影された
データなど、単なる情報の提示

創作であること
×　天然物の単なる発見など

高度であること 

●●● ク イ ズ
Q：特許制度の目的は、「発明者の利益を守ること」なのでしょうか。
A：それは目的の一つですが、目的はそれだけではありません。発明者の利益を守ることで
発明を奨励し、発明を公開することで利用を図り、それらを通して産業を発達に導くこ
とが、特許制度が目指している目的なのです。

Q：次に挙げる発明等は特許になるでしょうか。「①柔道の投げ技」「②新たに発見され
た石」「③タイムマシン」「④紙幣を偽造する機械」

A：①は、「技術的思想」ではないため、また②は「創作」ではないため特許法上の発明で
はありません。④は公共の秩序に反するため、特許にはなり得ません。③は、現時点の
人類の技術では実現が困難なため特許にならない可能性があります(逆に言えば、実
現できるタイムマシンであれば、特許になります。)

■■ 解 説
▶ここで述べている「雪見だいふく」
や前ページの「クイックルワイ
パー」などの有名商品の知的財
産権の事例は、日本弁理士会の
下記URLに紹介されています。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 ヒット商品を支えた知的財産権̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.jpaa.or.jp/activity/
publication/hits/
※特許や実用新案のみでなく、商標や意匠
についても紹介されています。



特許の出願から登録までの流れ

発明を特許にしたいと思ったら、
特許庁への出願が必要！

◆ 特許を取るには特許庁への出願が必要

特許権を取得するためには、まず発明の内容を文

書に書き起こし（明細書）、特許庁に提出（出願）する

必要があります。特許庁に出願した者は「出願人」と

呼ばれます。

その後、特許庁で書類に不備がないかや、新規性と

いった要件を全て充たしているかどうかの審査が行

われ、問題がなければ特許庁から特許査定（特許とし

て認めるとの決定）がされます。そして、出願人が特

許料を納付すると、出願した発明が特許として登録

され、特許権が発生します。特許権の有効期間は出願

から20年間です。

審査において出願が特許の要件を充たしていない

と判断されると、その理由を記した「拒絶理由通知」

が出願人に送られてきます。これに対して、出願人は

意見書（拒絶の理由に対する意見)または補正書（出

願内容の訂正）を提出することができ、これによって

拒絶理由が解消されれば、特許査定が出されます。

意見書等によっても拒絶の理由が解消されない場

合、特許庁から拒絶査定（特許として認めないとの決

定)がされます。この結果に不服がある場合、出願人

は特許庁に審判請求（もう一度特許になるか否かの

判断を求めるもの）することができ、審判の結果に不

服がある場合には、さらに裁判所に訴えることもで

きます。

発明を特許にするためには色々と手続も多く、や

やこしいと思うかもしれませんが、こうした手続を

サポートする職業として「弁理士」という職業があり

ます。皆さんが発明をしたと思ったら、それが特許に

なるかどうか、また特許にするためにはどうしたら

よいか、弁理士に相談することも一案です。

高校生や中学生が特許権・実用新案権を取得した

発明・考案も多数あります。

特許・実用新案

皆さんが日ごろ食べている米や野菜、果物の中には、いわゆる発明に近い性格を持つものがあります。農
家や企業の努力により品種改良を重ねて作られた、イチゴの「とちおとめ」などがそうです。
このような植物の新品種は特許制度と似た「品種登録制度」によって保護されています。品種登録制度と
は、種苗法によって定められた制度で、植物の新たな品種の育成・登録をした者に、その新品種を利用する独
占的な権利（育成者権）を与えるものです。

植物の品種はどのように守られる？（品種登録制度）

特許証の例

拒
絶
理
由
通
知

意
見
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正
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（
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出願人

特許庁

特許審決・判決

解消
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せ
ず

特
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充
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■■ 解 説
▶品種登録制度についての詳しい内容は、下記ＵＲＬを参照してください。
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 農林水産省 品種登録ホームページ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.hinsyu.maff.go.jp/act/seido.html

■■ 解 説
▶出願の際には、特許出願料（通
常は1件あたり15,000円）が必
要になります（2013年1月時
点）。
▶図では簡略化していますが、実際
は出願後に特許庁による「方式
審査（書類の不備等のチェッ
ク）」が行われます。
　その後、出願から3年以内に「出
願審査請求書」を特許庁に提出
すると、審査官による実体審査
（特許の要件を満たしているかの
チェック）が行われます。なお、実
体審査を受けるためには、
118,000円＋（4000円×請求
項の数）が必要となります（2013
年1月時点）。
▶これら出願から設定登録までの
手続きの詳細は、「知的財産権
制度入門」(特許庁)の24ページ
以降を参照してください。
▶なお、特許制度は各国独立した
制度であり、手続きの流れや費用
については国毎に違いがありま
す。また、特許制度が存在しない
国もあります。



デザインを保護する意匠制度

◆ 意匠制度はデザインの創作を奨励するもの

皆さんの身の周りには、実にたくさんの「デザイ

ン」が存在しています。例えば、皆さんが持っている

筆箱や、その中にあるボールペンはデザインされた

ものですし、通学に使っているバスや自転車等もデ

ザインされたものです。さらには、皆さんが普段口

にしているお菓子の形もデザインです。

デザインは、物のより美しい外観、より使い勝手

のよい外観を探求し、商品の価値を高めるものです

から、身の周りの道具類のほとんどはデザインされ

たものだと言えるでしょう。

デザインは、実物を目にすれば誰でも簡単に真似

ができてしまうため、新しく創作したデザインを創

作者の財産として保護することがとても重要です。

このデザインを保護することを通じて新しいデ

ザインの創作を奨励し、これにより優れたデザイン

を持つ製品を増やし、国民生活を豊かにすることを

目的とする仕組みが、意匠制度です。

意匠制度においてデザインは「意匠」と定義され

ており、出願、審査等を経て特許庁に登録された意

匠は、登録から20年の間保護されます。なお、意匠

法では第1条において、意匠制度の目的を、「意匠の

保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励

し、もつて産業の発達に寄与することを目的とす

る」と規定しています。

9

意 匠
意匠制度とは、物品の意匠（デザイン）を保護し、創作を奨励することに
より、産業の発展を目指すものです。

意匠制度で保護されているデザインの例

新幹線500系
（意匠登録第994835号）アニマルラバーバンド（輪ゴム）

（意匠登録第1397477号、他）

ステレオヘッドホンMDR-XB900
（意匠登録第1394079号、他）

活用の手引き

9

■■ 解 説
▶テキストで紹介している事例では、
意匠登録第●●番という登録番
号も掲載しています。これらの番
号を下記URL、特許電子図書館
（IPDL）で検索することで、事例
の詳細を見ることができます。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 特許電子図書館・トップページ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.ipdl.inpit.go.jp/
homepg.ipdl
※登録番号から検索する場合の手順
①「意匠検索」－「意匠文献番号索引照
会」をクリック。
②種別は「登録」を選択し、文献番号
を入力し、「照会」をクリック。
③「リスト」をクリック後、左欄の文献番
号をクリック。

特許電子図書館　トップページ 文献表示画面



意匠制度について

◆ 意匠登録を受けられるデザインとは

特許制度と同様に、意匠制度でも、一般的な意味

でのデザインが全て保護の対象となるわけではあ

りません。意匠法で定義された「意匠」に当てはまる

ことが必要であり、かつ、工業上利用できるといっ

た登録要件を充たさなければなりません。

例えば、意匠法上の「意匠」とされるためには、「物

品」のデザインである必要があります。このため、不

動産である建築物や花火などは保護の対象外と

なっています。

また、意匠制度は、産業の発達を目的に定められ

ている制度なので、工業上利用できることなどが登

録の要件とされています。例えば、量産できないも

の（盆栽や観葉植物）や著作物（絵画や彫刻）は保護

の対象外です。

意 匠

大ヒット商品のデザイン

世界中で大ヒットしている商品は、機能面だけでなく、デザインも

優れている場合が多くあります。アップル社のiPhoneもそのうち

の一つです。

iPhoneを製造・販売しているアップル社は米国の企業ですが、日

本の特許庁にも出願して意匠権を取得しています。このように、他の

国で販売する場合には、それぞれの国で意匠権を取得し、デザインを

保護することも可能です。

1. 物品と認められるもの（建築物、花火、噴水等は×）
2. 物品自体の形態（ナプキンをたたんで創った花は、ナプキン自体の形態とは認められない）
3. 視覚に訴えるもの
4. 視覚を通じて美感を起こさせるもの
　 （「美感」とは、美しさを要求するものではなく、視覚に訴える物品の形態）

意匠法上の意匠（デザイン）

1. 工業上利用できるもの（量産できないものや純粋美術は×）
2. 新しいデザインであること（新規性） 3. 容易に創作されたものでないこと（創作非容易性）
4. 公序良俗に反しないこと 5. 先に出願された意匠がないこと　等

意匠の登録要件

10知的創造活動と知的財産
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■■ 解 説
▶容易に創作された意匠に対して
独占的権利を与えることは、社会
の産業の発達の妨げとなる可能
性があることから、公知の意匠や
モチーフに基づいて容易に創作
できる意匠は保護対象とはなりま
せん。（例えば、エッフェル塔のデ
ザインを小さくして作った置物など
は保護対象とはなりません。）

■■ 解 説
▶視覚、すなわち肉眼で認識される
ものでなくてはいけません。例え
ば、粉状のものの、一つ一つの
粒の形などは、保護対象とはなり
ません。

■■ 解 説
▶画面デザインについても、体温計
の液晶温度表示部や、携帯電話
に表示される操作メニューの画面
など、所定の要件を充たすものに
ついては意匠による保護対象と
なります。
　詳細については、下記URLを参
照してください。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun
/kijun2/h23_zumen_guideline.htm
※「13. 表示部に表示される画像の意匠 
〈PDF 1,229KB〉」をご覧ください。

■■ 解 説
▶右に示した二つの図は、それぞれ別の会社が出願したシートベルトのバックル部分の意匠で、現在
は両者とも意匠登録されています。
▶左側の意匠は、出願した際に、既に登録されていた右側の意匠との類似性が指摘され、いったんは
拒絶査定を受けました。
▶しかしながら、その後の審判において、側面形状の違い（左は直線状なのに対し右は「く」の字状）
や、正面形状の違い（上部と下部の幅比の違い）等が認められ、意匠登録されました。
▶このように、類似する意匠が存在すると新規性や創作性が認められず拒絶査定を受けることになり
ますが、その意匠との違いを明らかにすることができれば、意匠登録を受けることが可能になります。
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◆ 意匠権を取得するためには

意匠権を取得するためには、特許庁への出願手

続が必要です。意匠権の出願から登録までの流れ

は、特許の場合とほぼ同様であり、下図の通りとな

ります。

意匠の図面

意匠登録出願から登録までの流れ 意匠登録証の例

意
匠
登
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通
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補
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付

設
定
登
録

（
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利
の
発
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）

出願人

特許庁

解消

解
消
せ
ず

意匠制度では、出願の際に意匠を記載した「図面」の提出が必要です。

意匠出願の際に提出する図面には、正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図の６種の図をもっ

て意匠を表します。また、これらで意匠が十分に表現できないときは、展開図、断面図、斜視図などを加えるこ

とも認められています。

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント「PlayStation® Vita」の意匠画面

登
録
の
要
件
を
充
た
す

充
た
さ
な
い

意匠登録第1439440号

活用の手引き
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■■ 解 説
▶出願から登録までの流れは基本
的に特許制度と同じですが、「審
査請求」がないことが特許制度
の場合と異なります。意匠法には
審査請求制度がなく、原則として
全ての出願が審査されることと
なっています。なお、これは実用新
案、商標も同じであり、審査請求
制度があるのは特許制度のみと
なっています。
▶意匠権の取得・維持にかかる費
用としては、出願費用として
16,000円、登録料として1年目
から3年目は毎年8,500円、4年
目以降は毎年16,900円が必要
となります（2013年1月時点）。
▶権利期間は登録から20年です
が、上記登録料の支払いが無い
場合は権利が消滅します。

■■ 解 説
▶ハンカチなどの平面的なものを表す場合には、各図同一縮尺で作成した表面図および裏面図
による一組の図面が基本となります。
▶また、図面のかわりに、写真、CGで作成した図、ひな型、見本を提出することも認められていま
す。（ひな型、見本は、あまり大きなものは保管が困難になるため、大きさは、縦26cm、横
19cm、厚さが7mm以下のものと決められています。）



意 匠

特殊な意匠登録

意匠制度には、物品の部品に係る意匠を保護

する「部分意匠制度」、製品の開発途中で生じた
バリエーションの意匠を保護する「関連意匠制
度」、セットものの意匠を保護する「組物の意匠」

といった、特殊な意匠登録の方法があります。ま

た、企業戦略上の理由等で秘密にしておきたい

意匠については、図面などの権利内容を一定期

間秘密にできる「秘密意匠制度」があります。」

コ ラ ム

部分意匠の例 関連意匠の例組物の意匠の例

ボトル（中央のくびれが部分意匠）
意匠登録第1329280号

※ミネラルウォーター「い・ろ・は・す」の
パッケージを権利化したもの

パナソニック
一組のオーディオ機器セット
意匠登録第１３２９３９４号

ディスプレイ機付き電子計算機用演算制御機
（左が本意匠、右が関連意匠）

意匠登録第1075393号（左）、第1075674号（右）

パテントコンテスト・

デザインパテントコンテ
スト

特許権・意匠権を取得しよう
！

　文部科学省、特許庁、日本弁理士会、工業所有権情
報・研修館では、毎年、高校生、高等専門学校生及び大
学等の学生を対象とした、パテントコンテスト・デザインパテ
ントコンテストを開催しています。このコンテストでは、応募さ
れた発明・デザインのうち優秀なものを出願支援対象とし
て選考し、表彰します。表彰された応募者は、実際に特許
庁に出願することで、特許権・意匠権の取得までの手続を
実体験することができます。また、出願の際には、弁理士の
アドバイスや出願等に必要な経費の支援を受けることがで
きます。
　これまで数多くの学生・生徒が特許権・意匠権を取得し
ており、中には実際に製品化されたものもあります。

12知的創造活動と知的財産

平成２２年度
デザインパテントコンテスト
「 椅 子 」

受賞
作品例

ネジや釘を使用しないため、組み立て・分解が
簡単な椅子。各構成片の形状・寸法が似ている
ので、重ね合わせてスペースを取らずに収納す
ることができます。

（意匠登録第1429104号）
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■■ 解 説
▶図面上では、部分意匠に係る部
分は実線で示され、それ以外の
部分は点線で示されます。
▶左の図の部分意匠は、くびれ部
分のみ実線となっています。
（IPDLで検索して大きな図面で
見てみるとよくわかります）

●●● ク イ ズ
Q：次のうちで、意匠制度による保護対象となり得ないものはどれでしょうか。「①飛行機のデザイン」「②ハンカチの柄」「③著名な
芸術家が創作した油絵」

A：工業上の利用ができないため、③は保護対象とはなりません。
Q：次の記述は正しいでしょうか。「意匠の出願の際には、必ず６種類の図面を提出しなくてはならない」
A：この記述は間違いです。ハンカチなどの平面のものの場合は表裏２面の図の提出で済みますし、図面の代わりに、写真、CGで
作成した図、ひな型、見本を提出することも認められています。

Q：部分意匠のような特殊な意匠は、他にどのような種類のものがあるでしょうか。
A：「関連意匠」、「組み物の意匠」、「秘密意匠」等

■■ 解 説
▶パテントコンテスト、パテントデザ
インコンテストについては、下記
URLを参照してください。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 【INPIT】パテントコンテスト̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.inpit.go.jp/jinzai/
contest/patent/index.html



商標登録第3140751号
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事業者と消費者を守る商標制度

◆ 商標制度は事業者の信用の維持を図るもの

お店で売られているほぼ全ての商品には、企業の

マークや商品の名称が描かれています。例えば、お菓

子であれば、「森永製菓」といった会社の名称や「チョ

コボール」といった商品の名称が、ポータブル音楽プ

レーヤーであれば、「SONY」といった会社の名称や

「WALKMAN（ウォークマン）」といった商品の名称

が表示されています。

このような、事業を行う人が自分の取り扱う商品・

サービス（役務）を他人のものと区別するために使用

するマークや商品の名称は、「商標」と呼ばれています。

事業者は、商品・サービスに「商標」をつけることに

よって、自社の商品・サービスであることをアピール

しています。そして、事業者が営業努力によって商品

やサービスに対する消費者の信用を積み重ねること

によって、商標に「信頼がおける」「安心して買える」

といったブランドのイメージがついてきます。こう

した「商標」を一つの目印として、私たちは商品を購

入したりサービスを利用することができるのです。

このため、商標は「ものを言わぬセールスマン」と表

現されることもあり、商品やサービスの顔として、重

要な役割を担っています。

商標は、事業者の営業努力や消費者の信用が積み

重なったものなので、他の人に勝手に使用されない

よう保護することが、事業者にとっても、また、その

商標を信用する消費者にとっても重要です。このた

め、商標制度は、このような事業者が商品やサービス

につける商標を保護することにより、商標を使用す

る者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産

業の発達に寄与するとともに需要者（＝消費者）の利

益を保護することを目的としています。

商 標
商標制度とは、「商標」を保護することで、商品・サービス（役務）を販売・提
供する企業（事業者）の業務における信用を保護して、産業の発達に貢献す
るとともに、商品、サービスを購入・利用する消費者を保護するものです。

商標登録第3059927号

商標登録第4939119号 商標登録第4153602号

活用の手引き
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■■ 解 説
▶商標には、文字、図形、記号、立体形状といった様々なタイプがあります。文字商標は、文字のみからなる商標のことをいい、例え
ば、商品・サービス(役務)の名称について商標登録されたものはこれに該当します。また、図形商標は写実的なものから図案化した
ものや幾何学的模様等の図形からなる商標を、記号商標は暖簾(のれん)記号、文字を図案化して組み合わせた記号等からなる
商標を、立体商標は立体的形状からなる商標をいいます。また、それらを複数組み合わせたものは結合商標と呼ばれます。
▶海外では「音」、「香り」、「味」、「触覚」、「動き」、「ホログラム」、「色彩」、「位置」等を商標法上の保護対象としている国もあります。

■■ 解 説
▶商標法では、他人のために提供
するサービスのことを「役務（えき
む）」といいます。
▶役務（サービス）における商標の
使用の例として、以下のようなも
のが挙げられます。

例１）役務：引越業者の提供する引
越作業

　　商標の使用：ダンボールやト
ラックに引越業者のマークを
付する

例２）役務：レストランにて、飲食物
を提供

　　商標の使用：レストランの看
板や食器に、レストランの
マークを付する

■■ 解 説
▶以下で紹介している事例では、
商標登録第●●番といったよう
に、登録番号も掲載しています。
これらの番号を下記URL、特許
電子図書館(IPDL)で検索するこ
とで、事例の詳細を見ることがで
きます。
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 特許電子図書館・トップページ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.ipdl.inpit.go.jp/
homepg.ipdl
※登録番号から検索する場合の手順
①「初心者向け検索」－「商標の検索」を
クリック。
②「商標文献番号索引照会」をクリック。
③種別は「登録」を選択し、文献番号
を入力し、「照会」をクリック。
④「リスト」をクリック後、左欄の文献番
号をクリック。文字商標図形商標結合商標 立体商標



商標制度について

◆ 商標登録を受けられるマークとは

商標とは、自社の商品・サービスを示すための

マークですが、そのようなマークがすべて商標登録

を受けられるかというとそうではありません。

商標法上で定義された商標であり、かつ、登録の

要件をすべて充たしているものだけが商標登録を

受けることができます。

1. 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合
　 （商標法上では、これらを「標章」と呼ぶ）
2. 標章であって、次のもの
　 ① 業として、商品を生産等する者がその商品について使用するもの
　 ② 業として、サービス（役務）を提供等し、その役務について使用するもの  

商標法上の商標

14

商 標

知的創造活動と知的財産

1. 自己と他人の商品･サービス（役務）を区別することができないもの（普通名称や品質表示などは×）
2. 公共の機関のマークと紛らわしい等公益性に反するもの
 　（国旗や国際機関などのマーク等と紛らわしいものは×）
3. 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの（有名人の芸名などは×）

商標の登録を受けられないもの

身近な商標の例

インターネット通信販売大手の「アマゾン」のことはご存知で

しょうか。アマゾンを利用している方（または家族の方が利用し

ている方）は、右のようなロゴを目にすることも多いでしょう。

実はこのロゴも、特許庁に登録された商標の一つです。

アマゾンのロゴマークは、1文字目の「a」と、4文字目の「z」を

矢印が繋ぐ形となっており、「aからｚまで、何でも買える」とい

うメッセージが込められています。このように、企業のロゴに

は、その企業の特徴や大事にするメッセージが込められている

場合も多く、それがその企業のブランドイメージづくりについ

て、重要な役割を担っているのです。

国際登録 756850Ａ

アマゾン ロゴマーク

※Amazon、アマゾン、およびAmazonロゴは
　Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

14

■■ 解 説
▶商標登録制度に関して、特に混乱しやすい「商標」、「標章」、「登録商標」、「商号」の違いは以下の通りです。
▶「商標」と「標章」の違い：標章は「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合」で、商標
はその中でも特に商品やサービスに用いられるものを指します。つまり、道路標識などは標章ですが、商品やサービスに用いられて
いるわけではないため、商標ではない、ということになります。
▶「商標」と「登録商標」の違い：登録商標は、商標の中でも、特許庁に出願され、審査を経て商標登録されたものを指します。
▶「商標」と「商号」の違い：商号は会社の名称など、商売を行う場合に自身が用いる名称の事を指します。商標は商標法によって
保護されていますが、商号は商法及び不正競争防止法により保護されており、同一の商号は同一市町村内では使用できないこ
とになっています。

■■ 解 説
▶商標登録出願の際には、その商
標の使用をする商品や役務
（サービス）を指定する必要があ
り、指定した商品を「指定商品」、
指定した役務を「指定役務」とい
います。この指定商品、指定役
務によって権利の範囲が決まり
ます。商標権は、マークと商品・役
務の組み合わせですから、同じよ
うな商標が二つ以上あったとして
も、商品・サービスが異なれば基
本的にはいずれも登録になる可
能性があります。

■■ 解 説
▶この商標は、「国際登録」された
商標であるため、登録番号の表
示形式が他の商標と異なってい
ます。
▶商標の国際登録の仕組みは、
「マドリッド協定議定書」と呼ばれ
る条約に基づいて、国際機関に
出願された商標が、協定に加盟
している多数の国において保護
されるというものです。
▶日本もこの協定に加盟している
ため、この商標のように、他国か
ら出願され国際登録された商標
が日本国内でも保護の対象とな
ります。



◆ 商標権を取得するためには

商標登録を受けるためには、特許庁への出願手続

が必要です。商標の出願から登録までの流れは、特

許や意匠の場合とほぼ同様であり、下図の通りとな

ります。

商標制度の特徴的な点は、その商標を使う商品・

サービスを指定して登録を求めることです。

また、権利の存続期間は設定登録から10年と定

められていますが、商標を保護するのは商標に蓄積

された信用を保護することが目的であることから、

その商標の使用が続く限り、存続期間を更新して保

護を受け続けることも可能になっています。
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地域団体商標

地域団体商標とは、地域ブランドを地

域で自ら守り、育てていくことを促進す

るために、地域の名称及び商品又はサー

ビスの名称の組み合わせからなる商標を

一定の条件で保護する制度です。

現在、約500件が登録されています。

商標登録第5068214号 商標登録第5009422号

商標登録出願から登録までの流れ 商標登録証の例
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審
　
　
査
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通
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意
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補
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登
録
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付

更
新
ま
た
は

権
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滅

設
定
登
録

（
権
利
の
発
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）

出願人

特許庁

解消

解
消
せ
ず

10年 10年

登
録
の
要
件
を
充
た
す

充
た
さ
な
い

商標：神戸ビーフ 商標：博多人形

活用の手引き
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■■ 解 説
▶特許、実用新案、意匠、商標、著
作権は、それぞれ権利の存続期
間が異なっています。
▶それぞれの権利存続期間は以下
の通りです。

■■ 解 説
その他の地域団体商標の例
▶地域団体商標の中でも特に有名な例を幾つかあげると、以下のようなものがあります。
　・南部鉄器（岩手） ・湯河原温泉（神奈川） ・松坂牛（三重）
　・紀州梅（和歌山） ・下関ふぐ（山口） ・長崎カステラ（長崎）
▶全国各県の地域団体商標は以下のURLで見ることができます。
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 【特許庁】地域団体商標MAP̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/tiikibrand/map_sakuin.pdf

出願日から20年間
出願日から10年間
登録日から20年間
登録日から5年間
または10年間
（登録料によって異なる）
ただし、何度でも更新が可能
著作者の生存期間
および死後50年まで

特　　許
実用新案
意　　匠

商　　標

著 作 権

■ 権利存続期間
知的財産
の種類 権利期間



商 標

ある会社が時間とお金をかけ、苦労して製品を作り上げたとします。もしそれが、
その会社の知らないところで見た目だけそっくりにマネされ、品質の悪い模倣品
（ニセモノ）として販売されたとしたら、いったいどうなるでしょうか。その会社の
製品だと信じて購入してしまった人は、その品質の悪さからその会社へ悪いイメー
ジを持つかもしれません。また、模倣品は本物より大幅に安く売られることが多い
ので、この会社の製品が売れなくなってしまうかもしれません。
このように、模倣品は創作者の努力を損なうものであり、違法なものです。日本の
企業は、このような模倣
品の存在に長らく頭を
悩ませてきました。
たとえば、おもちゃ
メーカーのバンダイで
は、特に国外での模倣品
被害が大きく、毎年約
120億円の損失を被って
いると言われています。

16知的創造活動と知的財産

企業の努力を
損なう模倣品

模倣品は、企業だけでなく消費者にも悪影響を及ぼ
します。例えば、電化製品の模倣品には、ほんの数回
使っただけで壊れるものや初めから動作しないもの
もあります。こうした模倣品を間違えて買ってしまっ
た消費者にとって、この様な買い物は損失でしかあり
ません。さらに、模倣品は安全性が確保されていない
ため、食品や医薬品の模倣品であれば、購入した消費
者が健康被害にあってしまうかもしれません。
このように企業にも消費者にも悪影響を及ぼす模倣
品ですが、被害を無くすためには、みなさんが意識し
て模倣品を買わないように心がけることも重要です。

消費者にも
悪影響

海外で買った模倣品を日本へ持ち込むことも当然
禁じられています。税関検査によって、知的財産を侵
害すると疑われるものが見つかれば、それが知的財産を侵害しているかどうかを判
断するための手続き（認定手続）が開始されます。この手続きにより侵害していると
判断されれば、税関により没収され、日本へ持ち込むことはできません。
また、場合によっては、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金といった、厳し
い罰則が科されることもあります。（関税法第109条第2項）

税関における
取り締まり

■バンダイのプラモデルと模倣品

※右が模倣品。模倣品は組み立てに8時間要したうえ（本物は2時間で完
成）、部品の不足等で最終的に完成しなかった。

●●● ク イ ズ
Q：特許制度における出願から権利消滅までの流れを、商標制度における出願から権利消滅までの流れと比較した場合、大きく異
なる点はどこでしょうか。

A：商標は何度でも更新ができ、登録料さえ支払えば半永久的に権利を保持することができます。また、審査請求制度が無い点も
特許制度とは異なります。

Q：商標制度では、既存の商標と同じような商標であっても、登録が認められる場合があります。それは、どのような場合でしょうか。
A：指定する商品・役務が既存の商標と異なる場合がこれに当たります。商標権は、マークと商品・役務の組み合わせですから、同じ
ような商標が二つ以上あったとしても、商品・サービスが異なれば基本的にはいずれも登録になる可能性があります。
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■■ 解 説
▶商品名等の横に、ⓇやTM、Ⓒと
いったマークが入っているのを見た
ことがあるでしょうか。これらは、以
下のような意味を持っています。
▶Ⓡ：これは、登録商標マークといい、
そのマークや商品の名前が、その
国・地域の特許庁で商標として登
録されていることを示すものです。
▶TM：これは、そのマークや商品の名
前が「商標」であることを示すマー
クです。特許庁に登録されている
かどうかは問わないので、出願前や
出願中の商標にも付すことができ
ます。
▶ⓒ：これは著作物であることを示す
マークです。
▶上記3つのマークは、日本国内で
は、付すことが義務づけられていた
り、付すことで特段得るものがある
わけではありません。
▶ただし、例えば米国では登録商標
マークを付していないと侵害時に
損害賠償請求ができないなど、大
きな意味を持ちます。

■■ 解 説
▶模倣品に関しては、特許庁の下
記URLを参考にしてください。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 特許庁ホームページ（模倣品対策）̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?
url=/index/mohouhin.htm
※特に、「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン」
のページには動画等のわかりやすい資料
があります。
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文化の発展を促す著作権制度

◆ 身近に溢れている著作物

既に触れたように、例えば小説・漫画、作詞・作曲、

絵画・イラスト、彫刻、映画・映像、写真等は全て著作

物です。皆さんは日常的にこれらに接しているので

はないでしょうか。こうした著作物等を保護する仕

組みが著作権法なのです。著作権法というと、小説

家や漫画家、作詞家・作曲家等、創作活動を職業とし

ている人のものであると思うかもしれませんが、皆

さんが、自分で小説や漫画を執筆したり、作詞・作曲

をしたりすれば、皆さんも著作者となるのです。こ

のように著作物は大変身近なものであり、日頃から

お互いの創作を尊重するという意識を持つ必要が

あります。

◆ 著作権制度の目的

著作権は、創作されたものを保護するという点で

は、特許権や意匠権などの産業財産権と似ていま

す。しかしながら、著作権は文化の発展を目的とし

ており、産業の発達を目的とした産業財産権とは、

その目的が少し異なります。

そのため、著作権法によって保護される著作物に

ついても「思想又は感情を創作的に表現したもので

あつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する

もの」とされており、「文化」の領域のものに限られ

ます。

また、産業財産権との大きな違いとして、独自に

創作したものには著作権はおよばないことが挙げ

られます。つまり、他者の著作物の真似や複製は許

されないけれども、自分で独自に創作し、結果とし

て他者の著作物に似たものとなったのであれば、著

作権侵害とはなりません。さらに、著作権法では、著

作物が創作された時から自動的に権利が発生し、原

則として著作者の死後50年間権利が保護されるこ

ととなっており、特許権や意匠権に比べて権利期間

が長くなっています。

著作権
著作権制度とは、著作物等を保護することで、文化の発展を促すものです。誰もが著
作者となる可能性があり、また誰もが他人の著作権を侵害してしまう可能性もありま
す。そのため、他人の創作活動やその成果である著作物を尊重することが大切です。

産業財産権（特許）
の場合

著作権の場合

発 明 出 願 審 査 登 録

創 作

権
利
発
生

活用の手引き
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■■ 解 説
▶保護期間については、国によって
異なります。例えばアメリカであれ
ば、創作時点から権利が発生す
る点は同じですが、原則として著
作者の死後70年間権利が保護
されます。

■■ 解 説
▶文化庁の下記URLには、著作権
法による保護の仕組み等がわか
りますくまとめられた各種資料や
教材が掲載されています。

̶̶̶̶̶̶̶̶
 【文化庁】著作権̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.bunka.go.jp/
chosakuken/index.html

■■ 解 説
▶著作物の例として、例えば以下のようなものがあります。

 

講演、論文、レポート、作文、小説、脚本、詩歌、俳句など
楽曲、楽曲を伴う歌詞
日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振り付け
絵画、版画、彫刻、マンガ、書、 舞台装置など（美術工芸品を含む）
芸術的な建築物
地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀など
劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分などの「録画されている動く影像」
写真、グラビアなど
コンピュータ・プログラム

言語の著作物
音楽の著作物
舞踊、無言劇の著作物
美術の著作物
建築の著作物
地図、図形の著作物
映画の著作物
写真の著作物
プログラムの著作物



著作権の侵害になる例

身近な問題である著作権侵害

◆ 著作権の侵害とは？

著作物や著作権があまりに身近なものであるた

め、普段はあまり意識していない人も多いと思いま

すが、他人の著作物を利用するには、その著作権者

の了解を得ることが必要です。無断で他人の著作物

を利用することは著作権の侵害にあたり、私的に利

用する場合や学校における教育活動で利用する場

合等を除いて、著作権法はこれを犯罪行為と位置づ

けています。

著作権

18知的創造活動と知的財産

1. 思想又は感情を表現したもの（単なるデータ等は不可）
2. 思想又は感情を創作的に表現したもの（他人の作品の模倣や単なる事実の表現は不可）
3. 表現されたもの（何らかの形で表現されていないアイディア、ひらめきは不可）
４．文芸、学術、美術又は音楽（工業製品等は不可）

著作権法によって保護される著作物

1. 著作権は登録等をしなくても、創作した時点で権利が発生します。
2. 権利が発生すれば保護され、原則として著作者の死後も50年間保護が存続します。
3. 著作権法は、美術工芸品等のデザインを保護している点で意匠法と類似性がありますが、意匠法はあくまで工
業上利用できるデザインを保護するもので、文化の領域の著作物を保護する著作権法とは大きく異なります。

産業財産権との相違

活躍する高校生

高校生も応募可能な文芸コンクールや作詞・作曲コンクール、絵画や
写真コンクールは数多くあり、皆さんの周りにも積極的に創作活動を行
なっている人もいるのではないでしょうか。
こうした創作活動によって文化の発展が促されている訳ですが、中に
は応募した創作物が評価され、小説が商業出版されたり、作品が雑誌等
で紹介されている高校生もいます。

コ ラ ム

著作物

他人の作曲・作詞を
演奏

他人の映像を上演×文化祭などでも鑑賞料金をとって
演奏・上映

×ホームページ等で配　信

×無断で複製し領　布

×ホームページ等で掲　載
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■■ 解 説
▶学校における著作物の活用につ
いては、例外として、著作権者の
了解を得ることなく一定の範囲で
自由に利用することが可能です。
例えば教員及び生徒が授業の
教材として使うために他人の作
品をコピーして配布することは著
作権法が例外として認めていま
す。その他、学校における著作物
の活用については、文化庁が作
成しているパンフレット（下記
URL参照）が参考になります。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 学校における教育活動と著作権̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.bunka.go.jp/chosakuk
en/hakase/pdf/gakkou_chosakuk
en.pdf
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◆ 違法ダウンロードとは

身近な音楽・映画等にも著作権があり、著作権者

に無断で作品を利用することはできません。個人的

な利用のためにコピーを取ったり、パソコンにデー

タを取り込んだりすることは著作権者の了解を得

なくても良いことになっていますが、これを勝手に

インターネット上に掲載するなどして、他人が閲

覧・利用出来るようにすることはできません。

このように著作権者に無断でインターネット上

に掲載されたものは「海賊版」と呼ばれており、海

賊版であると知っていてこれをダウンロードする

ことは違法なことで、「違法ダウンロード」と呼ば

れています。

特に音楽や映画については、CDやDVDとして販

売されますので、違法ダウンロードが横行すれば、

CDやDVDが売れなくなり、著作者であるアーティ

ストに収入が入らなくなります。そうなれば、新し

い作品の創造や、アーティストの卵を育成すること

も出来なくなり、文化の発展に悪影響を与えてしま

います。

そこで、特にCDやDVD等の形で売られている音

楽や映画を、海賊版であると知りながらダウンロー

ドすることについては、刑事罰の対象となります。

著作物は身近に溢れており、皆さんも日頃から様々な著作物に触れていると思います。日頃から著作者を
尊重していれば大きなトラブルが起こることは希ですが、過去には高校生がトラブルに巻き込まれた事例
もあります。
自宅のパソコンをつかって、自分のブログサイトを開設していた高校生が、人気漫画をブログサイトに無
断掲載し、ブログを閲覧した人がこの人気漫画を無料かつ自由にダウンロードできるようにしたという事
件が実際にありました。この高校生は、大量の漫画（何千冊分）を無断掲載していたことや、この漫画の無断
掲載によってブログサイトのアクセス数を増やしたことで、広告収入を得ていたことなどから、著作権法違
反の疑いで逮捕されることになりました。
このように自らのブログサイトのアクセス数を増やしたい、結果として広告収入を得たいという身勝手
な行動によって、本来尊重すべき著作者の権利を侵害するという行為は、社会的にも法的にも非難される行
為であるという認識を持つことが大切です。

高校生が巻き込まれた著作権を巡るトラブル

違法ダウンロード

音楽や映画

海賊版の音楽や映画

インターネット

無
断
掲
載

違
法
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

活用の手引き
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■■ 解 説
▶どのような場合が刑事罰の対象
となり得るのかについては、下記
URLが参考になります。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 【文化庁】違法ダウンロードの
 刑事罰化についてのQ＆A̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.bunka.go.jp/chosakuk
en/download_qa/index.html

■■ 解 説
▶20歳という比較的若い人が、オンラインゲームのプログラムを基にして、
海賊版のオンラインゲームを作成し、利用者にプレーさせた疑いで書類
送検された事例等もあります。



日本のコンテンツは世界中に輸出されています。例えば日本のアニメーションも人気コンテンツの１つ
ですが、世界で放映されているテレビアニメーションの約6割が日本製であるとも言われています。
例えばアメリカでは2010年3月時点で3本の日本のアニメーションが地上波で放送されており、ケーブ
ルテレビでは、29本が放送されています。
またコンテンツは、映像だけでなく、ゲームソフトやDVD、おもちゃ等の関連商品にも用いられています。

海外に輸出される日本のコンテンツ

著作権も重要な財産

小説・漫画、作詞・作曲、絵画・イラスト、彫刻、映

画・映像、写真等の著作物の中には商業的に利用され

ているものも多く、書店に行けば小説や漫画が書籍

として販売されていますし、音楽や映画等もCDや

DVDとして販売されています。また最近は、イン

ターネット上で小説や漫画のデータや音楽や映画の

データのみを購入することも増えています。

こうした著作物は、生活の必需品であり、皆さんも

書籍やCDやDVD等を購入する機会は少なくないと

思います。産業の視点から考えるとこうした著作物

（コンテンツとも呼ばれています）を創作した著作者

や著作物を商業的に取り扱っている出版社、レコー

ド会社、映画会社等は、大きな産業の１つとなってい

ます（「コンテンツ産業」と呼ばれます）。また日本の

コンテンツは、様々な国にも輸出されており、今では

日本を代表する産業の１つにもなっています。

日本の文化である著作物を海外に輸出すること

で、経済的な利益を得るだけでなく、日本に対する理

解が深まることは素晴らしいことですが、一方で海

外でも日本の著作物を無断で複製した海賊版が数多

く出回っており、問題となっています。

日本だけでなく、世界中の人々が著作者の創作活

動を尊重し、著作権を保護することが、文化の発展に

寄与するのです。

著作権

20知的創造活動と知的財産

出所 ： JETRO「米国におけるコンテンツ市場の実態（2010‐2011）」

複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画等の方法で他人の著作物をコピーすることで、著作者の許諾がなけ
れば自由に行うことはできません。但し、家庭内で私的に利用する場合や、自分の著作物の中に取り込む場
合（「引用」といいます）には、著作者に許諾を得る必要がありません。しかし、引用をする際には、以下のよう
な点に注意しなければなりません。

① 公表されている著作物であること
② 他人の著作物を引用する必然性があること
③ かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること
④ 自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること（自分の著作物が主体となっていること）
⑤ 出所の明示がなされていること

皆さんもレポートを書いたりするときに、他人の書籍やレポートなどに書かれている事項を紹介する場
面に直面することがあると思いますが、このような点に注意をして引用をするようにしましょう。

著作物の「複製」と「引用」
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●●● ク イ ズ
Q：著作権が発生するのは次のどの時点でしょうか？①創作した時点、②著作物を公表した時点、③著作権を主張した時点、④著
作権を登録した時点。

A：創作した時点で権利が発生し、著作権法によって保護されます。
Q：著作権法は小説家や漫画家、作詞家・作曲家等、創作活動を職業としている人の著作物だけを保護するものでしょうか？
A：いわゆるプロの創作した著作物に限らず、皆さんが日常的に行なっている創作活動の結果、創作された著作物も保護されます。
Q：著作者に無断でインターネット上に掲載された著作物をなんと呼びますか？またこれをダウンロードすることは法律上許されるで
しょうか？
A：著作者に無断でインターネット上に掲載された著作物は「海賊版」と呼ばれ、これをダウンロードすることは著作権法によって禁
止されており、刑事罰の対象にもなります。

■■ 解 説
▶コンテンツ産業の市場規模は約
12兆円にも上ります。例えば映
画やアニメ等の映像系コンテン
ツが約4.5兆円、書籍・雑誌・新
聞等のコンテンツが約4.9兆円と
言われています。
▶市場規模について例えば、経済
産業省が作成している下記の
URLが参考になります。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
 【経済産業省】コンテンツ産業の
 現状と今後の発展の方向性̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
http://www.meti.go.jp/policy/mono
_info_service/contents/downloadfi
les/121226-1.pdf
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